
松原市健康部高齢介護課
平成28年９月１３日・１４日



★松原市の総人口１２１，６４７人（Ｈ２８．７月 現在）

・ 男性５８，５８５人 女性６３，０６２人
・ ６５歳以上 ３５，０３１人

高齢化率２８．８０％
・ ７５歳以上 １６，２３５人
・ ２０１６年には１人/４人６５歳を迎える
・ 平成１２年度から介護保険制度開始
・ 平成２９年度４月から日常生活支援総合事業開始

平成２８年度７月末介護保険認定状況
要支援者２，２７９人 要介護者４，２８３人

合計：６，５６２人
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サービス別給付費

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

13,638,669

千円（Ｈ３７）

8,956,402千円
（Ｈ２７）

０１．1.5倍

5,119,929千円
（Ｈ２７）在宅

０１１.7倍

9,114,080千円
（Ｈ３７）在宅



 このまま今の制度を続けていくと、2025年（平
成37年）には…

 税や保険料など国民の大幅な負担増が必要

 医療や介護を提供する事業所や人材の大幅な増加
が必要

現行制度での対応には限界がある！！

地域包括ケアシステムの実現



■介護予防サービス

認知症の人



 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情
に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様な
サービスを充実することで、地域の支え合い体制
づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ
効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。



 １.多様な生活支援の充実

 ２．高齢者の社会参加と地域における支え合い体
制づくり

 ３．介護予防の推進

 ４．市町村、住民等の関係者間における意識の共
有と自立支援に向けたサービス等の展開

 ５．認知症施策の推進

 ６．共生社会の推進



 総合事業に関する総則的事項
★事業は、要支援者の多様なニーズに、要支援者
の能力を最大限活かしつつ、多様なサービスを提
供する仕組み。
★生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い
体制づくり、介護予防の推進、関係者間の意識共
有と自立支援に向けたサービスの推進等を基本に
事業を実施。
★住民主体のサービス利用、認定に至らない高齢
者増加、重度化予防推進により、結果として費用
の効率化。



従来の要支援者

要支援者 一般高齢者等

要支援認定 基本チェックリスト※で判断

※２次予防事業対象者把握の

ための基本チェックリストの配
布は行わない

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、安否確
認、緊急時の対応等）
※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象）

介護予防
給付

総合事業

介護予防・生活支援サービス事業対象者



 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。

①要支援認定を受けた者

②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

事 業 内 容

訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供

通所型サービス
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援
を提供

その他の生活支援
サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や
一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマネ
ジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が
適切に提供できるようケアマネジメント



予防給付
（全国一律の基
準）

地域支援事業

訪問介護

通所介護

既存の訪問介護事業所による
身体介護・生活援助

NPO、民間事業者等による掃
除・洗濯等の生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出
し等の生活支援サービス

移
行

既存の通所介護事業所による機
能訓練等の通所介護

NPO、民間事業者等によるミニ
デイサービス

コミュニティサロン、住民主体
の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の
専門職等関与する教室

移
行

・専門的なサービスを必要
とする人には専門的なサー
ビスの提供
（専門サービスにふさわし
い単価）

・多様な担い手による多様
なサービス（多様な単価、
住民主体による低廉な単価
の設定、単価が低い場合に
は利用料も低減）

・支援する側とされる側という画
一的な関係性ではなく、サービス
を利用しながら地域とのつながり
を維持できる。
・能力に応じた柔軟な支援によ
り、介護サービスからの自立意欲
が向上

介護予防・生活支援の充
実

サービスの充実
・多様なニーズに
対するサービスの
拡がりにより、在
宅生活の安心確保

費用の効率化
・住民主体のサー
ビス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推
進

同時に
実現

・元気な時から切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進



〈介護予防給付の仕組み〉 〈新しい総合事業の仕組み〉

・指定介護予防事業者
（都道府県が指定）

・介護報酬（全国一律）

・国保連に審査・支払いを委託

・指定事業者（市町村が指定）

・単価は市町村が独自に設定

・国保連に審査・支払いの委託が可能

円滑な移行
（訪問介護・通
所介護）

①指定事業者による方法（給付の仕組みと同様）

②その他の方法

・事業者への委託、事業者への補助、市町
村による直接実施
・委託費等は市町村が独自に設定
（利用者１人当たり要する費用が、国が定
める上限単価を上回らないように設定）

（必要な方への専門的なサービス提供等）
・ケアマネジメントを通じて、専門的なサービスを必要とする
方に対して、専門的なサービスを提供
・専門的なサービスの利用と併せて、市町村を中心とした支え
合いの体制づくりを進めることで、ボランティア、NPOなど
の多様なサービスの提供を推進
・国としては専門的なサービスについてふさわしい単価設定を
行うことなど市町村の取組を支援
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介護予防・日常生活支援総合事業サービス利用の流れ（案）
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移行年度
予防給付訪問介護・通所介護

松原市のサービス

平成２９年度 30年

完全実施

新規
認定者

４月～
実施

認定
更新者

予防給付

事業へ
変更希望

介護予防・生活支援サービ
ス事業

介護給付

認定更新
で要支援



基 本 的 な 有 効 期 間

一般高齢者から⇒事業対象者に移行 基本チェックリスト実施日から2年間

要支援者から⇒事業対象者に移行
基本チェックリスト実施日から2年間

または
要支援の有効期間終了日の次の日から2年間

事業対象者から⇒要支援者（または要介
護）に移行

原則：事業対象者の終了日＝認定日の前日



基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスA（緩和した

基準によるサービス）
③訪問型サービスB

（住民主体による支援）

④訪問型サービスC
（短期集中予防サービ

ス）

⑤訪問型サービスD
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、
生活援助

生活援助等
住民主体の自主活動として

行う生活援助等
保健師等による居宅での

相談指導等
移送前後の生活支援

対象者とサー
ビス提供の考

え方

★既にサービスを利用してい
るケースで、サービスの利用
の継続が必要なケース
★以下のような訪問介護員に
よるサービスが必要なケース
（例）
・認知症の低下により日常生
活に支障がある症状・行動を
伴う者
・退院直後で状態が変化しや
すく、専門的サービスが特に
必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多
様なサービスの利用を促進し
ていくことが重要。

★状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様な
サービス」の利用を促進

★体力の改善に向けた支
援が必要なケース
★ADL・IADLの改善に
向けた支援が必要なケー
ス
※３～6ヶ月の短期間で
行う

訪問型サービスBに
準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助（助成） 直接実施/委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の最低限

の基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職（市

町村）

単 価
週1回：1,168単位/月
週2回：2,335単位/月
週3回：3,704単位/月

訪問型Ａ：225単位/回（45
分）

訪問型Ｂ：1,070円/回
（60分）
（シルバー人材）

― ―

利用者負担 単価の1割（または2割）

Ａ：単価1割（または2割）
生活援助等2回/Ｗまで

Ｂ：２00円/回（定額）
生活援助等2回/Ｗまで

― ―



現行の訪問介護相当のサービス 緩和した基準によるサービス

人 員

・管理者：※１常勤・専従1以上
・訪問介護員等 常勤換算2.5以上
【資格要件】介護福祉士、介護職員、初任者
研修修了者】
・サービス提供者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に

1人上
【介護福祉士、実務者研修修了者、3年以上
介護等の業務に従事した介護職員初任者研修
等修了者】

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能。

・管理者：※１ 専従１以上
・従事者： 常勤換算１以上
【資格要件】介護福祉士、介護職員、初任者研修修了
者又は一定の研修受講者】
・訪問事業責任者
従事者のうち１以上必要数

【資格要件】介護福祉士、介護職員、初任者研修修了
者】

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業
所等の職務に従事可能。

設 備

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区
画
・必要な設備・備品

運 営

・個別サービス計画書の作成
・運営規定等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管
理
・秘密保持等
・廃止・休止の届出と便宜の提供等
（現行基準と同様）

・必要におうじて個別サービス計画書の作成
サービス提供記録簿は必須

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は、従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

同じ人可



利用者８０人の事業所

要介護者または現行相当

８０人

サービス提供責任者２人

要介護者または現行相当 サービスＡ

35人 5人

利用者４０人の事業所

サービス提供責任者１人

パターン①

パターン②



基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①通所介護
②通所型サービスA

（緩和した基準によるサービ
ス）

③通所型サービスB
（住民主体による支援）

④通所型サービスC
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動など、自
主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改

善等のプログラム

対象者とサービ
ス提供の考え方

★既にサービスを利用しているケー
スで、サービスの利用の継続が必要
なケース
★「多様なサービス」の利用が難し
いケース
★集中的に生活機能の向上のトレー
ニングを行うことで改善・維持が見
込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様な
サービスの利用を促進していくこと
が重要。

★状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサー
ビス」の利用を促進

★ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要なケース
等
※３～6ヶ月の短期間で実
施

実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助（助成） 直接実施/委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の最低限の

基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者+ボランティア ボランティア主体
保健・医療の専門職（市町

村）

単 価
週1回：1,647単位/月
週2回：3,377単位/月

３１７単位/回
送迎加算40単位

―
2,800/回

（90分まで、1回/Ｗ）

利用者負担 単価の1割（または2割） 単価の1割（または2割） ― ―



現行の通所介護相当のサービス 緩和した基準によるサービス

人 員

・管理者：※１常勤・専従1以上
・生活相談員 専従１以上
・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人専従1以上

15人～利用者1人に専従0.2以上
（生活相談員・介護職員の1以上は常勤）

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能。

・管理者：※１ 専従１以上
・従事者： 利用者1人に0.1人以上

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の
職務に従事可能。

設 備

・食堂・機能訓練室
（３㎡×利用定員以上）

・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
（３㎡×利用定員以上）

・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

運 営

・個別サービス計画書の作成
・運営規定等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・介護職員等の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・廃止・休止の届出と便宜の提供等
（現行基準と同様）

・必要に応じて個別サービス計画書の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は、従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

同じ人可



利用者２５人の事業所

要介護者または現行相当

１５人

国基準介護職員３人

１０１０人

サービスＡ

Ａ従事者１人

利用者２５人の事業所

要介護者または現行相当

１５人

国基準介護職員１人

５人５人

パターン①

パターン②



基 準 現行の介護予防支援相当 多様なサービス

サービス種別
ケアマネジメントＡ

（現行の介護予防支援相当）

ケアマネジメントＢ
（緩和した基準によるサービ

ス）

ケアマネジメントＣ
（緩和した基準によるサー

ビス）

サービス内容 介護予防支援と同様のケアマネジメン
ト

プロセス等を簡略化したケアマ
ネジメント

初回のみ実施

ケアマネジメント

ケアプランを作成、モニタリングを実
施

ケアプランを作成、モニタリン
グを適宜実施
※サービス担当者会議を省略、
モニタリングの間隔をあける

初回のみケアマネジメント
を実施
※その後は事業者より適宜
情報提供を受け、必要に応
じて関与

対象者となるケースと
サービス提供の考え

・現行相当のサービスを利用する場合
・指定事業所のサービスを利用する場
合（訪問型サービスＡ、通所型サービ
ス Ａ）
・訪問型サービスＣ、通所型サービス
Ｃを利用する場合）

・指定事業所以外の多様なサー
ビスを利用する場合
（訪問型サービスＢ、通所型
サービスＢ）

・補助や助成の訪問型サー
ビスを利用する場合（訪問
型サービスＢ、通所型サー
ビスＢ）
・配食などのその他の生活
支援サービスを利用する場
合

単 価

基本報酬：430単位
初回加算：300単位

介護予防ケア小規模多機能連携加算：
300単位

基本報酬：３００単位 基本報酬：430単位



介護予防給付 新総合事業

要支援１ 要支援２ 事業対象者

５，００３単位 １０，４７３単位

原則 ５，００３単位
（※利用者の状態によっては、上限を１０，４７３
単位に変更することは可能。しかし、事前協議が必
要）



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○×

×

×

○

○

○

×

○

○

×

うつ傾向（２１～２５）

ＩＡＤＬ（１～２０）

運動（6～１０）

栄養（１１、１２）

口腔（13～１５）

閉じこもり（１６）

物忘れ（１８～２０）

該当項目
現行サービス相当 訪問型サービスＡ 訪問型サービスB

訪問型サービス



○

○

○

○

○

×

×

×

×

○ ○

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

うつ傾向（２１～２５）

ＩＡＤＬ（１～２０）

運動（6～１０）

栄養（１１、１２）

口腔（13～１５）

閉じこもり（１６）

物忘れ（１８～２０）

該当項目
現行サービス相当 通所型サービスＡ 通所型サービスＣ

通所型サービス




